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「学校いじめ防止基本方針」
令和７年４月１日
平野中学校生徒指導部

【 いじめの定義 】 【 いじめに対する基本的な考え方 】
児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍 （１）いじめは現に起きているという危機意識をもって

している等当該児童等と一定の人間関係にある他の児 対応する。
童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（イ （２）いじめは人間として決して許されないことである。
ンターネットを通じて行われるものを含む。）であっ （３）いじめ問題の克服に向けて，学校・保護者・地域
て、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感 ・関係機関と連携しながら，早期に発見し迅速に
じているもの 対応していく。

いじめ防止等にかかる取組

いじめの未然防止の
いじめの早期発見・早期対

教育相談体制の充実
ための取組

応に向けた組織的・計画的
な取組

《学級経営の充実》 《定期悩みごと調査の実施》 《定期教育相談の開催》
○受容的・共感的態度により生徒 ○年３回生活アンケート調査を計 ○二者面談の定期的な実施により
の良さが発揮され，互いに認め 画的に実施し，いじめの早期発 悩み事等の早期発見に努める。
合う学級づくりに努める。 見に努める。 ○相談活動を通して，生徒と教師

○生徒が安心して学べる環境作り ○記述の分析に細心の注意を払う の信頼関係を構築する。
に努める。 とともに，必要に応じてスクー 《スクールカウンセラーとの連携》

○生徒一人ひとりの個性･よさを ルカウンセラーの専門的立場に ○専門的立場の見解を参考にし，
伸ばす取組を行う。 よる助言を活用する。 問題の適切な解決を図る。

《授業中の生徒指導の充実》 《生徒指導委員会の開催》 ○悩みのある生徒とスクールカウ
○「自己決定」･「自己存在感」 ○定期的な情報の収集により，共 ンセラーとの積極的な接続を支
・「共感的人間関係」・「安全・ 通理解に立った指導事項の明確 援する。
安心な居場所づくり」のある授 化を図る。 《教育相談スキルの向上》
業づくりに努める。 ○気になる生徒に関わる情報交換 ○教育相談研修会及び事例研究会

○「楽しい授業」「わかる授業」 とその対応策を明確にする。 の実施により，共感的理解に関
を通して生徒たちの学び合いを 《教員の共通理解・実践》 わるスキル向上を図る。
保証する。 ○いじめ防止に対する意識を高め ○記録の累積により，指導力の向

《道徳教育》 るとともに，相互の情報交換を 上を図る。
○いじめを題材として取り上げ， 積極的に行う。 《チャンス相談の実施》
いじめを許さない心情を深める ○休み時間・昼休み・放課後等の ○心配される生徒との適切な教育
授業を計画的に推進する。 校舎巡回を積極的に行う。 相談実施による早期対応を図る。

○思いやりや生命・人権を大切に 《生徒とのコミュニケーション》 《関係機関との連携》
する指導の充実に努める。 ○生活ノートやチャンス相談，休 ○小学校・教育委員会・児童相談

《学校行事》 み時間や昼休み，放課後の生徒 所・警察等との連携強化により
○自然体験・社会体験を通した， との雑談を通して信頼関係を構 積極的な情報交換及び助言の活
豊かな人間性･社会性を育む教 築するとともに，生徒の生活に 用を図る。
育活動を推進する。 目配せする。 《匿名による訴えへの対応》

《生徒会》 《保護者との連携》 ○匿名による訴えに理解を示すと
○ルールの確立と共通実践を推 ○いじめに対する学校の考え方・ ともに，意向に沿った対応を推
進する。 取組を保護者に周知し，保護者 進することを周知する。その中

○生徒会活動により，いじめ防止 からの情報提供を求める。 で問題となる生徒の情報収集に
を訴え，解決を図れるような自 《Ｑ－Ｕテストの活用》 あたる。
治的・自発的な活動を尊重し支 ◯分析を行い，孤立している生徒
援する。 を把握する。

いじめに対する早期対応

【組織構成】 【学校いじめ対策組織】 【全職員との共通理解】
校長・教頭・生徒指導主事 ○生徒指導委員会との連携強化 ○職員会議・打ち合わせ等によ
学年主任・担任・学年教員 ○各学年の情報交換及び共通理解 る情報の共有化及び留意事項
養護教諭・部活動顧問 ○指導方針の確立と共通実践 の確認
スクールカウンセラー（適宜） ○迅速かつ的確な対応及び指導 ○再発防止への取り組み
その他校長が必要と認める者

指導方針の確立・分担 事実の究明と支援・指導
被害・加害生徒の指導

保護者との連携周囲の生徒への指導

《情報の整理》 《事実の究明と指導》 《被害生徒への対応》 《被害生徒の保護者》
○いじめの態様，関係者被害者， ○いじめの状況，いじめの ○いかなる理由があっ ○速やかに家庭訪問し，
加害者，周囲の子どもの状況を きっかけ等をじっくり聴 ても，徹底して味方 事実を正確に伝える。
把握する。 き，事実に基づく指導を になることを理解さ ○学校の対応，方針等を

《対応方針》 行えるようにする。 せる。 具体的に示す。
○「自殺」「不登校」「脅迫」「暴 ○聴取は，被害者→周囲に ○継続した支援を行う。 ○本人・保護者の意向を
行」等の緊急度・危険度を確認 いるもの（冷静に状況を 《加害生徒への対応》 大切にした対応をする。
し，指導方針を決定する。 捉えている者）→加害者 ○毅然とした態度で指 《加害生徒の保護者》

《役割分担》 の順で行う。 導する。 ○家庭訪問により，事実
○被害生徒への支援担当加害生徒 ○事情聴取に関しては，安 ○どうすべきだったの を伝え，いじめの深刻
への指導担当，周囲の生徒への 心して話せる環境を提供 か，今後どうするか さを認識してもらう。
指導担当，保護者への対応担当， する。（守秘義務）情報 を内省させる指導を ○指導に対する協力を依
関係機関への対応担当，マスコ の食い違いがないかを複 する。 頼する。
ミへの対応担当を明確にする。 数の教員で随時確認し， 《傍観者への対応》 《日常的な連携》

《外部機関との連携》 正しい情報に基づき指導 ○いじめは，学級や学 ○学校の方針を周知徹底
○警察へ通報する。 ができるようにする。 年集団全体の問題で し，情報提供等を依頼
○いじめ防止サポートチーム（市 あることを理解させ する。
教委）の派遣依頼をする。 る指導をする。

【Ⅵ 生徒指導部諸計画】
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【Ⅵ 生徒指導部諸計画】

平野中学校生徒指導部
【いじめを認知した場合の校内での対応】

１ いじめの情報キャッチ ２ 報 告（事実のみ）

子 ど も 学年主任

保護者等 担 任 生徒指導主事

情報のキャッチ 指
他の教職員等 管 理 職

示

３ 事実関係の把握・情報収集

担任・関係職員 ①被害生徒

報告 学校いじめ
教職員 ②まわりの生徒 情報の突合せ 対策組織

保護者
③加害生徒 指

示

被害生徒の保護者
担任・学年主任等

学校としての方針

加害生徒の保護者
面談の日時の連絡

※ 緊急度に応じて３，４を同時に行う

４ 校内サポート体制の構築

生徒指導委員会 学校いじめ対策組織
対応する内容

校長 校長 ○ 指導・援助の方針の立案、共有
教頭 教頭
生徒指導主事 生徒指導主事 ○ 指導・援助体制の構築
各学年生徒指導担当 各学年主任
養護教諭 学級担任 ・誰が、誰に、いつまでに
スクールカウンセラー 学年教員 何をするのか
スクールソーシャルワ 養護教諭 ・すぐに行う対応
ーカー 部活動顧問 ・中期・長期的な対応

スクールカウンセラー ・保護者への対応
（適宜） ・関係機関への対応

「いじめ防止サポートチーム」
・マスコミへの対応

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4
元気がない，学習意欲の低下， 不登校，別室登校

学習や生活の様子に 身体的不調を訴える(保健室への 身体的損傷(打撲，傷，衣 自殺未遂，自殺
目立った変化は見られ 出入りの増加)，交友関係の変化 服の汚れ等)
ないが，本人がいじめ (孤立)，頻繁にいたずらをされ 暴力，恐喝，脅迫等による
があったと感じる る，物がなくなる，欠席・遅参 身体的・精神的な苦痛や被

・早退等が増える(不登校傾向) 害

教育委員会への報告：レベル２以上（いじめに関する報告書）
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【Ⅵ 生徒指導部諸計画】

いじめの可能性がある情報を把握（生徒等・保護者・市民から）

①
教職員の基本姿勢

情報を得た教職員
〇本校のいじめ防止基本方針に沿って指導に当た
ります。

〇日頃から生徒等の交友関係や表情、態度などの 学年内で情報を共有
変化に気を配ります。 ②

〇一人での対応ではなく、組織で対応します。
生徒指導主事・教頭→校長

③

〇「学校いじめ対策組織」を招集します。
・対応方針の明確化、役割分担をします。

〇被害生徒等の安全を確保するため見守り体制を整えます。
（登下校・休み時間、清掃時間、放課後、部活動等）

④ ⑤

〇被害生徒等より聴き取りを行います。
〇加害生徒等及びその他関係生徒等より聴き取りを行います。
〇複数の職員で聴き取り、記録を残します。
〇加害生徒が複数いる場合は、同じ時間帯で別々に聴き取りを行います。

⑧ ⑥ ⑦

〇「学校いじめ対策組織」を招集します。
・事実確認した内容を報告し、全体像を把握します。
・いじめを受けた生徒等及びいじめをした生徒等の対応を協議します。
・いじめの認知について判断します。
・「いじめ防止サポートチーム」の派遣について検討します。
・悪質ないじめについては警察と連携します。

⑨

〇全教職員で情報の共有と対応策の共通理解を図り、被害生徒等を見守ります。（加害生徒等にも継続的
な指導を行います。）

〇記録を累積するとともに、いじめの解消に向けた組織的な対応を行います。
〇 SC、SSWにつなげます。（被害生徒等だけでなく、加害生徒等にも活用します。）
〇いじめが重大事態化しないように最大限に注意を払います。
〇謝罪をもっていじめの解決としないようにします。
〇いじめが原因で欠席があった時点で、電話で教育委員会学校教育課に連絡します。

【 いじめの解消 】
〇いじめに係る行為がやんでいること
・少なくとも３か月を目安とします。ただし、被害の重大性等から「学校いじめ対策組織」がより長期
の期間を設定する場合もあります。（やんでいない場合は、改めて、相当の期間を設定します。）

〇被害生徒等が心身の苦痛を感じていないこと（被害生徒等及びその保護者に確認します。）
〇解消後、またいじめが起こってしまわないように見守っていくこと

【重大事態への対応】
（１） 調査を要する重大事態

① いじめにより生徒の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき
○ 生徒が自殺を企画した場合
○ 身体に重大な被害を負った場合
○ 金品等に重大に被害を被った場合
○ 精神性の疾患を発症した場合

② いじめにより生徒が相当の期間（３０日を目安）学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき
③ 生徒や保護者から、いじめられて重大事態に至ったという申し出があったとき

（２） 重大事態の報告
学校は教育委員会を通じて７日以内に市長へ事態発生について報告します。

（３） 重大事態発生時の対応
① 教育委員会が調査主体を学校と判断し、学校が調査する場合は、速やかに、組織を設け、事実関係の調査を実施します。
※原則、学校は不登校重大事案を扱います。なお、学校が重大事案の調査を行う場合は、学校いじめ対策組織にその性質に
応じて外部人材を加えます。

② 調査を実施する際は、ガイドラインが示す６項目（①調査の目的・目標②調査主体（組織の構成、人選）③調査時期・
期間（スケジュール、定期報告）④調査事項（いじめの事実関係、学校の設置者及び学校の対応等）・調査対象（聴き取
り等をする生徒・教職員の範囲）⑤調査方法（アンケート調査の様式、聴き取りの方法、手順）⑥調査結果の提供（被害
者側、加害者側に対する提供等）を調査前に被害生徒等及びその保護者へ説明します。

③ 調査結果については教育委員会を通じて市長に報告します。
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【Ⅵ 生徒指導部諸計画】

【いじめ防止チーム年間活動計画】

月 活 動 内 容 備考 他の組織との関連事項

４ 第１回生徒指導全体協議会

○ いじめ防止基本方針の確認 ・ 特愛生徒確認（生徒指導委員会）

○ いじめ対策委員会組織編成（確認） ・ カウンセリング開始

※いじめ対策委員会は定例のほか対応事案が発生

した場合に随時行う。

５ 第２回生徒指導全体協議会 ○ 就学指導委員会

○ いじめ防止環境の確認について ・ 民生委員との話し合い

第１回生活アンケート実施と結果分析協議 ・ 学校生活アンケート（生徒指導部）

※ アンケート結果により臨時委員会会議を実施

６ 管理職によるいじめ対応等に関する伝達講習 ・ Ｑ－Ｕテストの実施（１・２年）

７ ・ 夏休みの指導（生徒指導部）

・ Ｑ－Ｕテストの結果の分析・対応策の検討（学年会）

８ 第３回生徒指導全体協議会 ・ 夏休み明けの対応について

第２回生活アンケート実施と結果分析協議 ・ 欠席しがちな生徒の状況確認と対応（生徒指導委員会）

※ アンケート結果により臨時委員会会議を実施 ・ 学校生活アンケート（生徒指導部）

９ ○ 就学指導委員会

１０ ・ 学校不適応生徒の把握と対応 （生徒指導委員会）

１１ ○ 二者相談 or三者相談実施

１２ ・ 学校評価アンケートによる評価

・ 進路・受験にかかわる悩み二者面談 （３学年）

・ 冬休みの指導（生徒指導部）

１ 第４回生徒指導全体協議会 ・ 冬休み明けの対応について

○ いじめ防止対策基本方針の見直し ・ 欠席しがちな生徒の状況確認と対応 (生徒指導委員会）

〇 いじめ対応シミュレーション研修 ・ 学校生活アンケート（生徒指導部）

第３回生活アンケート実施と結果分析協議 ・ 学校評議員による評価

※ アンケート結果により臨時委員会会議を実施

２ ・ 学校不適応生徒の把握と対応 （生徒指導委員会）

○ 就学指導委員会

３ ※ 活動の引き継ぎ ・ 次年度引継ぎ事項の確認

・ 学級編成（クラス替え）対応 （１・２学年）

※上記年間活動計画以外にも、教育研修課のいじめに関する研修に積極的に参加します。
【いじめ防止・対策に関する評価と改善】
（１）学校ホームページに「いじめ防止基本方針」を掲載し周知徹底を行うとともに、学校評価アンケートの結果をもとに学校

のいじめ防止基本方針の見直しを適宜行います。
（２）年間を通じて、いじめ発生件数が０の場合、その事実を生徒・保護者へ通知します。


